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内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ 

 

平成 27 年 4月 22 日開催の取締役会において、下記の通り「内部統制システム構築の基本方針」

の一部改定を決議いたしましたのでお知らせいたします。（変更箇所は下線で示しております。） 

 

記 

 

１． 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

   コンプライアンス体制の基礎として、企業活動指針及びコンプライアンス規定を定め、規範体

系を明確にし、取締役、執行役員及び使用人の職務執行におけるコンプライアンス体制の確立を

図ることとする。また、日常業務における具体的遵守事項を示したコンプライアンスマニュアル

を制定することとする。 

社長直轄のコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備・維持を図ること

により、内部統制システムの維持・向上を推進することとする。関係担当部署は、必要に応じて、

規則等の策定、研修の実施を行うものとする。 

内部監査部門として、執行部門から独立した業務監査室を置くこととし、内部監査規定に基づ

く監査を実施することとする。コンプライアンス委員会は、業務監査結果も踏まえ、コンプライ

アンス体制の整備に努めることとする。 

法令違反行為の早期発見と是正を図るため、法令違反行為等に関する相談・通報を役職員が直

接行う手段として、人事総務部及び監査役会を窓口とする内部通報制度（ヘルプライン）を設け

るとともに、公益通報者保護に関する規定を定め、通報者の保護を徹底する。 

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは一切の関係を遮断する。また反

社会的勢力対策規定を制定し、社内研修等を通じて社内に周知していくとともに、反社会的勢力

から接触があった場合には、必要に応じ警察その他関係機関と連携して組織的な対応を行う。 

財務報告の信頼性と適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その

仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備がある場合は必要な是正を行う。 

 

２． 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存については、文書管理規定に基づき、その

保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて

10 年間は閲覧可能な状態を維持することとする。 

 

 

会 社 名 日 本 ハ ウ ズ イ ン グ 株 式 会 社

代表者名 代表取締役社長 小佐野 台

（コード番号 4781 東証第二部）

問合せ先 取締役常務執行役員経営企画部長 

  吉田 裕幸 

（TEL 03-5379-4141）



   
 

３． 損失の危険の管理に関する規定その他の体制 

リスク管理体制の基礎として、リスク管理規定を定め、同規定に従ったリスク管理体制を構築

する。社長直轄の組織としてリスク管理委員会を設置し、全社的なリスクの事前回避、発生時の

対応等リスク管理全般の問題について、適宜顧問弁護士等外部の意見も参考に対応する体制とす

る。また、大規模災害等緊急事態が発生した場合は、社長を本部長とする対策本部を設置し、損

害の拡大を防止し最小限に止める体制とする。 

 

４． 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を

月 1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催して、法定事項や経営に関する重要事

項を審議するとともに、相互に情報を交換し取締役間の連携を図るものとする。また、社長及び

役付執行役員を中心に構成される経営会議において、業務執行に関する重要事項について協議し、

社長の業務執行を補佐することとする。 

執行役員制度を導入し「経営の意思決定・監督機能」と「業務執行機能」を分離することによ

り、事業環境の変化に迅速かつ効率的・効果的に対応できる経営体制を構築する。 

取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規定、業務分掌規定において、それぞれの

責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めることとする。 

 

５． 次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」という。）

における業務の適正を確保するための体制 

（１）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

①当社は、当社が定める関係会社管理規定において、当社グループとして一体性を確保す

るため、子会社に対し、経営の管理・指導を行うとともに、一定事項について、経営会

議等で定期的に報告を求めることができる。 

②当社は子会社に、子会社が業績、財務状況、その他業務上の重要事項について、当社に報

告するため、子会社が月一回開催する取締役会に当社の取締役、執行役員または使用人の

出席を求めることができる。 

（２）子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制 

①子会社において、不正の行為または法令、定款、もしくは社内規定に違反する重大な  

事実、その他リスク管理上懸念のある事実が発見された場合、子会社の取締役及び監査

役は、当社リスク管理委員会に報告するものとする。当社リスク管理委員会が、子会社

から報告を受けた場合、速やかに事実関係を調査の上、リスク回避、軽減その他必要な  

措置を講じることとする。 

（３）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①当社は、当社グループ中期経営計画を策定し、当社グループとして達成すべき目標を  

明確化することとする。 

②当社は、子会社の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正を確保する

ため、子会社の取締役及び監査役には、当社の取締役、執行役員及び使用人を一定数兼

務させることとする。 

③当社グループは、原則として、共通の会計システムを導入することにより、グループ経

営の一体性を維持することとする。 

（４）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制 



   
 

  ①当社は子会社に対し、企業活動指針を遵守させるとともに、当社と同等の適切なコンプ

ライアンス管理体制を実現するための必要な指導及び支援を行うこととする。 

  ②当社は子会社に対し、内部監査規定に基づく監査を実施することとする。 

  ③当社グループは、法令違反行為の早期発見と是正を図るため、法令違反行為等に関する  

相談・通報を役職員が直接行う手段として、当社の人事総務部及び監査役会を窓口とす

る内部通報制度（ヘルプライン）を当社グループに適用するとともに、公益通報者保護

に関する規定により、通報者の保護を徹底することとする。 

 

６． 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事

項 

監査役から補助人を置くことを要請された場合は、速やかに監査役の補助の任にあたる使用人

を定め、その使用人が任にあたることとする。 

 

７． 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役補助者である使用人については、取締役からの独立性を確保するため、その任命、解任、

人事異動等については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定することとする。  

 

８． ６号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

監査役の補助の任にあたる使用人は、他部署の使用人を兼務せず、専ら監査役の指揮命令に

従うこととする。 

当社は、監査役の補助の任にあたる使用人に対し、監査役に同行して、当社の取締役会その

他の重要会議に出席する機会を確保することとする。 

当社は、監査役の補助の任にあたる使用人に対し、監査役に同行して、代表取締役社長や会

計監査人との意見交換の場に参加する機会を確保することとする。 

 

９． 次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制 

（１）当社の取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告するための体制 

①取締役、執行役員及び使用人は、会社の業務や業績に影響を与える重要な事項または  

法令等に違反する事実等コンプライアンス上問題がある事項について、規定に基づきコ

ンプライアンス委員会、公益通報窓口または監査役会に報告を行うこととする。 

②取締役及び執行役員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、

自ら直ちに監査役に報告するとともに、規定に基づく社内報告を行うこととする。前記

にかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び執行役員等に対して報告を

求めることができることとする。 

（２）子会社の取締役・監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けたものが当社の  

監査役に報告するための体制 

①子会社の取締役、監査役及び使用人は、会社の業務や業績に影響を与える重要な事項ま

たは法令等に違反する事実等コンプライアンス上問題がある事項について、当社コンプ

ライアンス委員会、公益通報窓口または監査役会に報告を行うこととする。 

②子会社の取締役及び監査役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した

ときは、自ら直ちに当社の監査役に報告することとする。また、当社の監査役はいつで

も必要に応じて、子会社の取締役及び監査役に対して報告を求めることができる。 

 



   
 

１０．監査役へ報告したものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保するための体制 

    当社は、監査役へ報告した当社グループの取締役、執行役員、監査役及び使用人に対し、   

通報または相談したことを理由として、解雇その他いかなる不利益取扱いも受けないものとし、

報告者を保護することとする。 

 

１１．監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

    監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に  

係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やか

に当該費用または債務を処理することとする。 

 

１２．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査が実効的に行われることを確保するための体制として、内部監査部門である業務監査

室の監査結果について監査役に報告することとする。 

以 上 

 


